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仕   様   書  
 

 

派遣業務の表示    浜松医科大学一般事務派遣業務 一式 

 

１．派遣先の事業所の名称等 

   事業所の名称 ： 国立大学法人 浜松医科大学 医学部附属病院 

   所 在 地 ： 浜松市中央区半田山1丁目20番1号 

 

２．派 遣 人 員    13名 

              

３．契 約 期 間    令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする 

 

４．勤 務 日    内訳は別紙個別業務仕様書のとおり 

原則平日(月曜日から金曜日)とし、土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始

（令和8年12月29日～令和9年1月3日）、実施場所が附属病院以外の場合

は大学の指定する日(夏季および年末年始のおおむね４日)は派遣を要さない。

ただし平日以外に勤務を要する場合には派遣先・派遣元協議の上で配置を行う

ことができる。 

 

５．勤 務 時 間    内訳は別紙個別業務仕様書のとおり 

通常の勤務時間は、8時15分から17時15分までとする（1時間の休憩休息時

間を除く1日8時間勤務）。尚、派遣先・派遣元協議のうえ勤務時間を変更でき

るものとする。 

 

６． 時間外勤務（超過勤務等） 

（1） 派遣先は、派遣労働者に対して「労働基準法」（昭和22年4月7日法律第49号、最終改正：平

成20年12月12日法律第89号）第36条で規定されている範囲内において時間外労働を命令す

ることができるものとする。 

（2） 休日勤務は月2日まで、時間外勤務は1日3時間、月45時間、年360時間までとする。 

（3） 超過勤務時間｛1日8時間（1時間の休憩時間及び休息時間を除く）を超える時間｝は、15分毎

に計上するものとし、超過勤務時間の代金額は、契約金額（1時間当たりの単価）に100分の125

を乗じて得た額を 1 時間当たりの単価として計算する。当該単価に１円未満の端数が生じたと

きは、これを切り捨てるものとする。 

 

７．業務実施場所  

   別紙個別業務仕様書のとおり 
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８．責任者及び指揮命令者 

   別紙個別業務仕様書のとおり 

 

９． 本学が必要とする派遣労働者の技能、経験知識、及び業務内容 

 別紙個別業務仕様書のとおり 

10．派遣労働者の心得 

   派遣労働者は、心身ともに健康な状態で厳正な規律を保ち、且つ礼儀正しい態度で業務に従事しなけ

ればならない。 

 

11. 業務の開始 

(1) 派遣元は、令和8年3月19日17：00までに労働者派遣通知書を派遣先担当職員に提出するもの

とする。 

(2) 派遣元および派遣労働者の都合により派遣労働者を交代する場合は 2 週間以内に当該派遣労働者

に替わる派遣スタッフの労働者派遣通知書を派遣先担当職員に提出するものとする。 

 

12．業務完了報告  

(1) 派遣労働者は、毎日業務終了後、派遣業務完了通知書（タイムシート＝派遣元事業主所定の様式又

は本学と協議した様式による）に所定の事項を記入し、必要に応じて派遣先の指揮命令者に提出

のうえ、派遣先担当職員の検査を受けるものとする。派遣業務完了通知書は当月の最終勤務日に

派遣部署の管理者に確認のうえ、派遣元へ提出する。 

(2) 派遣元は、当該月業務完了後、上記の派遣業務完了通知書及び適法な請求書を浜松医科大学会計

課および病院経営戦略課に提出するものとする。 

 

13．派遣労働者の要件及び履歴 

  (1) 派遣元は、別紙「個別業務仕様書」に定める業務を円滑且つ正確に遂行できる者を派遣すること。 

 

14．派遣労働者の変更 

  派遣労働者に、次に掲げる行為があったときは、派遣先は、派遣労働者の交替を要求するものとする。 

 (1) 派遣労働者の勤務状況が適正と認められないとき。 

 (2) 派遣労働者の業務の実施が契約条件に適合しないとき。 

 (3) 派遣労働者に不品行があったとき。 

 (4) 派遣労働者の交替にあたっては、当該派遣労働者の債務不履行事由を明確にし、予め派遣元と十分協

議するものとする。 

 (5) 派遣先が、派遣労働者が業務の遂行がされていないと判断した場合、派遣元事業主は、派遣先の申し

出後すみやかに当該派遣労働者に替わる労働者を派遣すること。 

 (6) 派遣労働者が休暇等の理由により相当期間勤務しない日がある場合については、派遣先と協議する

こととし、必要であれば当該派遣労働者に替わる労働者を派遣すること。 
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15．苦情及び苦情担当責任者 

 (1) 派遣元は、派遣先と緊密な連携をもって、苦情その他派遣労働者の就業に関し生ずる問題の適切且つ

迅速な処理・解決に努めるものとする。 

 (2) 派遣先は、当該業務の実施に当たり、派遣労働者から苦情の申し出があった場合、当該苦情の内容を

速やかに派遣元に通知するものとする。 

その際、派遣労働者からの苦情の申し出の受理は書面に限ることとし、当該苦情に係る書面には、次  

に掲げる事項を記載すること。 

① 苦情の内容 

② 苦情の発生年月日 

③ 苦情の解決に係る要望 

 (3) 当該業務における苦情担当責任者は次のとおりとする。 

① 担当責任者： 派遣先責任者と同じ 

② 派遣元苦情担当責任者： 派遣元が指定した者 

 

16．労働者の派遣期間短縮等 

(1) 派遣先は、自己の都合により派遣期間、勤務時間を短縮し、または中途で解約しようとする場合は、

短縮及び解約しようとする日から30日前までに派遣元事業主にその旨を書面で通知するものとする。 

(2) 前項の場合、派遣先は当該派遣労働者の新たな就業機会の確保に努めるものとする。 

(3) (1)の場合、派遣先は当該派遣勤務期間の残期間、及び派遣先の責めに帰すべき事由の度合等を勘案

し、派遣元事業主と協議のうえ適切な善後処理方策を講じるものとする。 

 

17．一般契約事項  

(1) 労働者派遣基本契約を派遣元と浜松医科大学において締結するものとし、各派遣労働者については個

別に契約を締結するものとする。 

(2) 守秘義務について、派遣元、派遣労働者は本業務の過程で知りえた秘密を第三者に漏洩してはならな

い。なお、このことは契約期間満了後においても同様とする。 

(3) 派遣元事業主は、派遣労働者に対し、「労働基準法」「労働安全衛生法」「労働者災害補償保険法」「健

康保険法施行令」「雇用保険法施行令」等の法令並びに規則に定められた事業主又は雇用主としての

責任を負うものとし、派遣先は、労働者に対し「労働基準法」「労働安全衛生法」「労働者災害補償保

険法」等の法令並びに規則に定められた事業主又は使用者としての責任を負うものとする。 

 

  ※「労働基準法」＝（昭和22年4月7日法律第49号） 

  ※「労働安全衛生法」＝（昭和47年6月8日法律第57号） 

※「労働者災害補償保険法」＝（昭和22年4月7日法律第50号） 

  ※「健康保険法施行令」＝（大正15年6月30日勅令第243号） 

  ※「雇用保険法施行令」＝（昭和50年3月10日政令第25号） 
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18．派遣元の資格等 

(1) 派遣元（業務請負者）は、厚生労働大臣より「一般労働者派遣事業許可証」の認定を受けている者であ

ること。 

 

19．その他 

(1) 派遣元は、新たに派遣先と契約を締結することとなった場合は、本業務を支障なく本仕様のとおり

遂行するために、派遣先と十分な調整を行うものとする。 

(2) 派遣元は、契約の解除又は契約期間満了後に派遣先が他の派遣元と契約を締結することとなった場

合は本業務を支障なく本仕様のとおり遂行するために、他の派遣元と十分な引継ぎ業務を行うもの

とする。 

(3) 契約期間満了後に、本学において職員採用の公募等の手続を経て派遣労働者が応募し、派遣労働者

を派遣先において直接雇用することになったとしても、派遣元は紹介手数料等の金銭を要求するこ

とはできないものとする。 

（4）派遣元は11.（1）および（2）で指定した期間までに労働者派遣通知書を提出することができなか    

った場合は、提出できなかった分の契約を解除する。また、契約単価に残りの勤務予定時間を掛け   

た金額の10分の1に相当する金額を違約金として派遣先が指定する期間内に支払わなければなら    

ない。 

（5）派遣業務の遂行につき、派遣労働者が故意又は重大な過失により派遣先に損害を与えた場合は、派    

遣元は派遣先に賠償責任を負うものとする。ただし、その損害が、指揮命令者その他派遣先が使用

する者（以下本条において「指揮命令者等」という。）の派遣労働者に対する指揮命令等（必要な注

意・指示をしなかった不作為を含む。）により生じたと認められる場合は、この限りではない。 

   ２ 前項の場合において、その損害が、派遣労働者の故意又は重大な過失と指揮命令者等の指揮命令

等との双方に起因するときは、派遣先及び派遣元は、協議して合理的に当該損害の負担割合を定め

るものとする。 

   ３ 派遣先は、損害賠償請求に関しては、損害の発生を知った後、速やかに、派遣元に書面で通知す

るものとする。 

（6）派遣元事業主は、派遣労働者が休暇等の理由により勤務しない日が判明したときは、事前に派遣先  

に通知するものとする。 

（7）当該業務の遂行に際しては、以下の法律・規定等を遵守するものとする。 

 

  ※「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」 

                              （昭和60年7月5日法律第88号） 

  ※「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令」 

                              （昭和61年4月3日政令第95号） 

※「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則」 

（昭和61年4月17日労働省令第20号） 
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（8） 派遣労働者に与える1時間の休憩時間及び休息時間は、勤務時間に含まないものとし、請求する代   

金額（派遣料金）の対象から除外するものとする。派遣先は、派遣労働者に対するセクシャル・ハ  

ラスメントの防止及び解決手続きに関して周知徹底するものとする。 

（9）派遣元は、原則として、「労働基準法」（昭和22年4月7日法律第49号）等関係法規上の使用者とし

ての全責任を負うものとする。但し、労働時間の管理、安全衛生等の事項については、派遣先が使

用者としての責任を負うものとする。 

（10）派遣元は、労働者災害補償保険、雇用保険上の事業主としての責任を負うものとする。 

（11）派遣元は、派遣労働者に対し、以下の規律を遵守させ、また定期的に指導することとする。 

(ア) 派遣労働者は、本院の関係法規を遵守すること。 

(イ) 派遣労働者は職員証(常時ICカード)を貸与された場合は常に携帯し、派遣先の要請があった時

は、これを提示すること。 

(ウ) 本業務に必要な設備、備品、消耗品等は、本院が無償で貸与または提供する。派遣労働者は、こ

れらを含む本院の設備、物品等の取り扱いに十分注意し、特にICカードは院内のセキュリティ

に関わるため細心の注意を払うこととする。もし、本院の設備、物品等について、派遣労働者の

過失により破損や亡失があった場合には、派遣労働者は、直ちに派遣元の管理責任者経由で派遣

先の責任者に報告しなければならない。 

(エ) 派遣労働者は、業務を遂行するにあたり統一したユニフォーム及び名札を貸与された場合はこれ

を着用すること。 

(オ) 派遣労働者は、本院が敷地内全面禁煙であることを理解し、敷地内全面禁煙を遵守すること。 

(12) 個人情報保護法の取扱いに関し、派遣元と派遣労働者共に以下を十分留意することとする。 

(ア) 派遣元は、大学病院が個人情報等を多数有していることから、派遣労働者に「個人情報の保護に

関する法律（平成15年5月30日法律第57号）趣旨を熟知させ、これを遵守させる。 

(イ) 派遣元及び派遣労働者は、業務上知り得た内容を第三者に漏らしてはならない。 

(ウ) 派遣元は派遣労働者の雇用に際し、雇用通知書等に当該内容を盛込むとともに十分説明し、雇用

後は、適宜研修を実施するなどして、プライバシー等の保護の重要性を認識させ、個人情報の保

護に万全を期する。 

(エ) 派遣元は、派遣労働者と個人情報保護に関する誓約書を作成する。 

(13) 業務実施場所が病院であれば、業務遂行にあたり、派遣元は派遣労働者に対し以下を徹底させる

こととする。 

(ア) 派遣労働者に、医療機関のスタッフであることを十分認識させ、常に派遣労働者の品位を保ち医

療サービス向上に努める。 

(イ) 派遣労働者に、接遇に関し定期的に指導を行い、接遇研修を実施し、派遣労働者の能力の向上に

努める。 

(ウ) 派遣先から派遣労働者の健康管理状況について報告を求められた場合は、これに応じる。 

(エ) 派遣労働者に「患者に対して感染源となる可能性」と「患者から感染を受ける可能性」の両方を

有していることを認識させ、感染等の危険性に留意し、細心の注意をもって業務を遂行させるた
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め、下記の通り病院感染予防に努めるものとする。なお、業務中に針刺し・切創、皮膚・粘膜汚

染等が発生した場合は、速やかに職員等に報告のうえ、指示に従う。 

 業務前後の手洗い、手指消毒に努める。 

 注射針、メス、その他鋭利な器具による刺傷、切傷に注意する。 

(オ) 派遣労働者に感染等の危険性に留意し、細心の注意をもって業務を遂行させることとし、また、

派遣元の費用により、年一回以上の定期健康診断（胸部Ｘ線写真を含み、結核の有無を確認する）

を受けさせる。 

(カ) 派遣労働者に対して、日々の手洗い、手指消毒など感染予防に努めさせること。また、インフル

エンザ流行期には、必ずワクチンの接種を行うなど、病院感染対策に対処する。 

（キ）受注者は、業務要員に、4 種ウイルス（麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎）抗体価の測定を行  

い、抗体価陰性者へワクチン接種を行い感染対策に努めること。 

（14）業務上必要な細目、並びに本仕様の定めのない事項については、派遣先と派遣元で協議のうえ、こ 

れを定めるものとする。 

 


